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高齢化社会への対応として、相続発生後残された配偶者の老後生活の経済的な安定のため、

配偶者が長期にわたり安心して自宅に住み続けられる権利を保護する必要性が高まっていま

す。そこで、民法（相続法）が 40 年ぶりに改正され、配偶者居住権が創設されることにな

りました。 

 

配偶者居住権って何？ 

配偶者居住権とは、居住建物の使用のみを配偶者に認める権利です。したがって、配偶者は配偶者

居住権を取得することによって、居住用不動産の所有権を相続しなくても自宅に住み続けることが可

能となります。 

 

配偶者居住権を取得するメリットは？ 

居住用不動産の所有権を相続するよりも居住権を取得する方が財産の評価額が小さくなることか

ら、配偶者はその分多くの金融資産等を相続できる可能性があります。 

                   

                 
               ※配偶者居住権の評価方法は、まだ確立されていません。 

いつまで住み続けられるの？ 

基本的には配偶者が亡くなられるまで住み続けられます。遺産分割協議書または遺言で期間を定め

た場合にはその期間が終了するまでとなります。 

 

自宅の修繕の費用等はだれが負担するの？ 

通常の必要費は配偶者が負担します。災害等で大規模な修繕が必要となった場合は、所有権を有す

る人の負担となります。 

 

配偶者と自宅を共有している場合も配偶者居住権は取得できるの？ 

取得できます。相続開始前から配偶者が被相続人とともに居住建物について共有持分を有していた

場合や、相続により共有持分を取得した場合でも配偶者居住権は取得できます。しかし、被相続人が

配偶者以外の者と自宅を共有していた場合には配偶者は配偶者居住権を取得することができません。 

自宅 2000 万

円 

配偶者居住権 

1000 万円 ※ 

負担付所有権 

1000 万円 

それぞれ別の人が

相続できる 


